
名称

ホームページバナー 共通封筒 広報紙 納税通知用封筒
（市ホームページのトップ
ページへのバナー広告）

（市のすべての部署が市民を
はじめ、国・県・その他行政機
関等への送付する文書などに
使用する封筒裏面への広告）

（平成21年4月～平成22
年3月号へ掲載する広
告）

（平成21年度に使用する
納税通知書等の通知用
封筒裏面への広告)

長形3号 角形2号

募集枠 5枠 1枠 2枠 ※各月によって異なります。 2枠

規格

縦50×横150（ピクセル）
※形式：GIF又はJPEG
（アニメーション可）

※容量：5キロバイト以下

縦60×横100（mm） ①縦45×
横173（mm）

②縦45×
横85（mm） 縦65×横85（mm）

広告料 10,000円/月

70,000円以上
を最低価格と
して申込額の
最も高い額を
提示した事業
者へ決定

35,000円以上
を最低価格と
して申込額の
高い順に2 枠
を決定

1色 １枠120,000円以上
を最低価格として申込
額の高い順に2枠を決定

（広告の色は黒1色）25,000円 15,000円

カラー

50,000円 30,000円

配布数量等 アクセス数約53,000件/月 70,000枚 35,000枚 毎月約16,000世帯 135,000枚

備考

■掲載期間：平成21年度
中（掲載は月単位・最長
12ヵ月まで）
■応募多数の場合は、市
内事業者を優先し先着
順
■募集期間終了後も随時
受付

■広告掲載期間は平成21年
度中（ただし、封筒の在庫限
り）
■広告の印刷は単色

（濃淡のある原稿は不可）
■応募多数の場合は市内事
業者を優先し申込額の高い順

■カラー広告は裏表紙のみ
(①の規格で2枠分まで)
■掲載期間は月単位とし、
連続3ヵ月以上1割、7ヵ月
以上で2割の広告料を割引
■募集期間終了後も随時受
付（掲載は申請の翌々月）
■応募多数の場合は市
内事業者を優先し先着順

■広告期間は平成21年
度中（ただし、封筒の在
庫限り）
■応募多数の場合は、市
内事業者を優先し申込
額の高い順
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。
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②
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平
成
19
年
3
月
31
日
以
前
に
取
得
し

た
も
の
で
、
減
価
償
却
費
の
累
積
額
が

取
得
価
格
の
95
％
相
当
額
に
達
し
た
場

合
は
、
達
し
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
5

年
間
で
残
存
価
格
（
残
り
５
％
部
分
）

を
1
円
ま
で
均
等
償
却
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。（
旧
定
額
法
に
よ
っ
て
償
却

が
終
了
済
み
の
機
械
に
つ
い
て
も
適
用
で

き
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
、
現
に
そ
の
機

械
を
使
用
し
て
お
り
、
か
つ
、
取
得
年
月・

取
得
価
格
な
ど
が
分
か
る
書
類
の
提
示

が
必
要
と
な
り
ま
す
。）

変更点 平成 20 年度まで 平成 21 年度から

①対象寄附

A 都道府県 ･ 市区町村
への寄附 A 変更ありません

B 広島県共同募金会、
日本赤十字社広島県支
部などへの寄附

B 変更ありません

☆右記のものが新たに
追加されました⇒

C 所得税で控除対象となる寄附金 ( 国および政党など
に対するものを除く) のうち、県 ･ 市が条例で指定した
寄附
◎広島県は、先の 12 月議会において条例で指定がなさ
れました。詳しくは県税務課（☎ 082-513-2329) にお問
い合わせください。
◎庄原市は、平成 21 年度申告に係る条例指定は行っ
ていません。

②適用下限額
　寄附限度額

10 万円 5 千円

総所得金額等の 25％ 総所得金額等の 30％

③控除方式
【所得控除方式】
（寄附金−10 万円）を
課税所得金額から控除

【税額控除方式】
A・B の寄附金

（寄附金−５千円）×10%を市 ･ 県民税所得割額から控除
C のうち県が指定した寄附金

（寄附金−５千円）×　４%を県民税所得割額から控除

④ふるさと
　納税制度

☆上記③の控除に加
え、右記の控除が新た
に追加されました⇒

A の寄附金について、次の計算による額を市 ･ 県民税
所得割額から控除（市 ･ 県民税所得割の 10%を限度）

（寄附金−５千円）×（90%−所得税の限界税率）

※「所得税の限界税率」とは、所得税を計算する際にその人に適用される最も高い税率で、
課税所得金額により０～ 40％となります。
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催
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前
年
度
に
活
動
促
進
補
助
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を
利
用

し
、
地
域
の
課
題
解
決
に
取
り
組
み
、
地

域
づ
く
り
を
積
極
的
に
進
め
て
き
た
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内

の
先
例
や
、
全
国
各
地
で
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は
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り
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新
た

な
計
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着
手
し
た
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す
る
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な
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ま
す
。

　

地
域
内
で
の
研
修
会
に
も
、
ぜ
ひ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。
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